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土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の

積立てについて

土地改良法の一部を改正する法律（平成30年法律第43号）の施行により、土地改良

区において原則として平成34事業年度から貸借対照表の作成が義務付けられたところ

であるが、これに併せて、土地改良区が管理する土地改良施設に係る将来必要となる

施設更新事業等に向け、当該事業等に要する費用をあらかじめ計画的に積み立ててい

くことが重要である。

このことから、土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する

費用の積立ての促進について、別添のとおり、その取扱要領を定めたので、通知する。

なお、本取扱要領の制定に伴い、土地改良法に伴う計画樹立について（昭和24年12

月14日付け24地局第1401号農地局長通知）の一部を別添新旧対照表のとおり改正した

ので、了知されたい。

また、貴局管内の各県知事には、貴職から通知されたい。

（施行注意）

（１）下線部については、国土交通省北海道開発局長、北海道知事、独立行政法人

水資源機構理事長及び全国土地改良事業団体連合会会長宛には記載しない。

（２）下線部の「各県知事には」は、関東農政局長宛にあっては「各都県知事には」、

近畿農政局長宛にあっては「各府県知事には」、内閣府沖縄総合事務局長宛に

あっては「沖縄県知事には」とする。

殿
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（別添）

土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の

積立てに関する取扱要領

１ 趣旨

土地改良区が管理する土地改良施設の老朽化が進行する中、土地改良区が管理す

る土地改良施設の維持管理計画と整合した当該土地改良施設の施設更新積立計画を

樹立することにより施設更新事業等に関する土地改良区関係組合員の理解を醸成

し、併せて適切な会計処理を行うことにより、もって、当該施設更新事業等に要す

る費用の計画的な積立てを促進するものである。

２ 貸借対照表の作成に伴う土地改良施設の会計上の現在価値の把握

土地改良区における貸借対照表は、土地改良区会計基準の制定について（平成31

年２月14日付け30農振第2938号農村振興局長通知）に基づき作成するものとし、当

該貸借対照表の作成に必要となる土地改良施設の資産評価に当たっては、土地改良

施設の資産評価マニュアルの制定について（平成31年２月14日付け30農振第2941号

農村振興局整備部長通知）及びこれに関連し各都道府県が作成する当該資産評価の

運用方針等に基づき評価することにより、土地改良施設の会計上の現在価値の状況

を適切に把握するものとする。

３ 土地改良施設に係る施設更新積立計画（案）の策定

（１）施設更新積立計画（案）の策定

上記２から得られた土地改良施設の会計上の情報を基に、土地改良区は、土地

改良施設の大規模修繕及び施設更新事業（以下「施設更新事業等」という。）に

係る以下の事項を内容とする施設更新積立計画（以下「積立計画」という。）の

案を策定するものとする。

（積立計画（案）の策定事項）

① 積立ての目的

② 積立計画の内容

③ 施設更新事業等の概要

④ 積立金の積立て・取崩しによる土地改良区収支への影響

⑤ 積立金の算定方法

⑥ その他必要な事項

なお、積立計画の記載内容は、別紙１の「土地改良区施設更新積立計画（例）」

を参照するものとする。

（２）積立計画（案）中、③の施設更新事業等の概要の作成に当たっては、貸借対照

表から得られる土地改良区が管理する土地改良施設に係る減価償却累計額等の情
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報を基に作成するものとする。

なお、貸借対照表から得られる土地改良施設の会計上の情報は、土地改良施設

についての貸借対照表価額が、原則として取得価額で表示されていることから、

積立計画（案）の策定に当たっては、必要となる所要額を策定時点の価額で見積

もるものとする。

（３）積立計画（案）中、⑤の積立金の算定方法の作成に当たっては、土地改良施設

に係る施設更新事業等の実施時期及びその事業費のうち土地改良区が負担するこ

ととなる予定負担額を試算し、土地改良区において、現在の組合員世代と将来の

組合員世代との負担の均衡を考慮し、積立てすべき水準を概定するものとする。

４ 土地改良区の維持管理計画の変更（案）の策定

土地改良区関係組合員に対しては、会計上からの土地改良施設の現在価値の状況

の情報に加え、土地改良区の維持管理計画上からも当該土地改良施設に係る維持管

理及び施設更新事業等に要する費用等を明らかにする必要があることから、上記２

及び３のプロセスを踏まえ、次の費用を維持管理計画の事業費に記載することを内

容とする維持管理計画の変更（案）を策定するものとする。

（維持管理計画に計上する事業費の記載項目）

（１）１事業年度に要する経常的経費の概算額

（２）施設の耐用年数期間中に必要となる整備補修費（大規模修繕に要する費用

及び施設更新事業に要する費用等を含む。）の予定総額及びその１事業年度

当たりの平均額

５ 土地改良施設に係る積立計画の樹立及び維持管理計画の変更

（１）土地改良区は、貸借対照表、積立計画（案）及び維持管理計画の変更（案）の

策定後、関係組合員等に当該各計画等（案）について説明を行い、積立てを行う

こと等についての合意形成を図るものとする。

（２）上記５の（１）の合意形成を踏まえ、土地改良区は、総会又は総代会において、

積立計画の議決を得るものとする。

（３）また、当該総会又は総代会において、積立計画の議決に併せて、上記４の（２）

による事業費の記載内容を変更するため、維持管理計画の変更につき議決及び都

道府県知事の認可を得るものとする。

６ 施設更新事業等に要する経費の賦課等と積立て

（１）上記５の（３）の維持管理計画の変更認可後、土地改良区は、当該維持管理計

画に基づき、毎年度、土地改良法（昭和24年法律第195号。以下「法」という。）

第36条第１項の規定により、将来必要となる施設更新事業等に要する費用も土地

改良区の行う維持管理事業に要する費用の一部として、賦課徴収することができ

る。
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なお、当該積立てに当たっては、当該賦課金による徴収額のほか、次の費用も

当該積立てに充当することができるものとする。

① 法第42条第２項の規定に基づき徴収する決済金の中で将来必要となる大規模

修繕費等に相当する額を徴収している場合には、徴収額のうち当該相当額

② 毎年度の収支決算において、剰余金が生じた場合であって、総会又は総代会

において当該積立てに繰り入れるものとして議決を得た場合には、当該議決を

得た額

（２）土地改良区において施設更新事業等に要する費用を積み立てるに当たっては、

以下の事項を内容とする施設更新積立金管理規程（以下「積立金管理規程」とい

う。）の案の作成を行うものとする。

（積立金管理規程（案）の記載事項）

① 目的

② 積立計画

③ 積立方法

④ 積立限度額

⑤ 取崩方法

⑥ 管理方法

⑦ その他必要な事項

なお、積立金管理規程の記載内容は、別紙２の「土地改良区施設更新積立金管

理規程（例）」を参照するものとする。

また、積立金管理規程は、土地改良区の理事会の議決を経て定めるものとする。

７ 積立金の会計処理と取崩し

（１）積立金管理規程に基づく積立金は、貸借対照表の資産の部の（款）特定資産、

（項）施設更新積立資産として計上し、適切に管理するものとする。

なお、土地改良区において、一般会計のほか維持管理事業に係る特別会計を設

けている場合には、積立金は、当該会計区分ごとに計上するものとする。

（２）積立金の取崩しに当たっては、その都度、総会又は総代会の承認を得るものと

する。

なお、当該積立金には、維持管理に要する費用として徴収した賦課金のほか、

法第42条第２項の規定に基づき徴収する決済金の一部及び毎年度の収支決算上の

剰余金の一部も含まれることから、その取崩しに当たっては、土地改良区が管理

する土地改良施設の施設更新事業等に要する費用に加え、土地改良区が管理する

土地改良施設と密接に関連する施設で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人

水資源機構等が管理するものの施設更新事業等に要する費用に係る負担金又は分

担金に充てることができるものとする。

この場合、積立金管理規程の取崩方法の規定にその旨記載するとともに、土地

改良区の貸借対照表の注記にも、当該国、都道府県、市町村又は独立行政法人水
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資源機構等が管理する施設で土地改良区が管理する土地改良施設と密接に関連す

るものの、取得価額、減価償却累計額、期末残高及びその土地改良区の負担額を

記載するものとする。

８ その他

（１）積立計画等を見直す必要が生じた場合には、上記各手続に準じるものとする。

（２）土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の積立

てを行うに当たっては、関係組合員との合意形成が不可欠である。

このことから、上記各手続による総会又は総代会等での議決前に、土地改良施

設の管理の在り方、施設更新事業等の内容、積立水準及びその必要性等について、

関係組合員等と十分に議論していくことが求められる。



 

別紙１ 

 

土地改良区施設更新積立計画（例） 

 

  年 月総（代）会議決  

（  年 月改定 総（代）会議決） 

○○土地改良区 

 

 

１ 積立ての目的 

 本積立計画は、本土地改良区が管理する土地改良施設及び土地改良区が管

理する土地改良施設に関連する施設について、大規模修繕及び施設更新事業

（以下「施設更新事業等」という。）に係る費用の積立てを行うために必要な

事項を定めるものである。 

 

２ 積立計画の内容 

（１）積立期間 

    年度から 年度まで（ 年間） 

  （※積立計画の総（代）会議決が行われた次年度から積み立てる） 

（２）積立総額 

   000,000 千円 

（３）積立期間中の毎期の積立額 

   000,000 千円を限度として積み立てるものとする。 

 

３ 施設更新事業等の概要 

  本積立計画で予定する施設更新事業等に係る対象施設、費用の概算額及び

工事の予定時期は、次のとおりである。 

（１）施設更新事業等に係る対象施設 

（２）費用の概算額及び自己負担予定額 

（３）工事の予定時期 

 

４ 積立金の積立て・取崩しによる土地改良区収支への影響 

 積立期間である 年度から 年度までの毎年度は、積立てを行う前年度と

比較し、毎年度 000 千円の積立額の増（なお、経常賦課金については、10 ア

ール当たり 000 円の増）となる。 

 なお、施設更新事業等が○○（県営）事業により実施されることを想定して

おり、  年度から  年度までの毎年度は、000,000 千円の積立金の取崩し

を行う予定である。 

 

５ 積立額の算定方法 



 

維持管理計画の変更が認可された 年度以降、土地改良区が管理する施設

ごとの減価償却費を基礎として、その額の ％を毎期積み立てるものとする。 

また、積立金への積立ては、総（代）会の議決を得て、転用決済金又は毎

年度の収支決算における剰余金の一部を積み立てることができるものとす

る。 

 

６ その他 

（１）本積立計画は、毎期見直しの要否の検討を行うものとし、検討の結果、積

立計画を変更する場合には、総（代）会の承認を得なければならない。 

（２）積立金の管理のために必要な規程は、別途理事会で定めるものとする。 

  ※その他必要な事項として、土地改良区が管理する土地改良施設と密接

に関連する施設がある場合で、当該施設で国、都道府県、市町村又は独立

行政法人水資源機構が管理するものの施設更新事業等に関する関連情報

がある場合には当該事項、その他土地改良区において特記すべき事項が

あれば、必要に応じて記載するものとする。 

 

附則 

   年 月 日総（代）会議決 

 この積立計画は、 年度から施行する。 

   年 月 日変更 総（代）会議決 

 この改定した積立計画は、 年度から施行する。 

 

（参考） 維持管理計画書 

 ※認可された維持管理計画書の事業費の箇所の写しを添付すること。 



 

別紙２ 

土地改良区施設更新積立金管理規程（例） 

 

 年 月 日 制定 

○○土地改良区 

（目的） 

第１条 本規程は、本土地改良区が管理する土地改良施設の大規模修繕及び施

設更新事業等（以下「施設更新事業等」という。）に要する費用のための積立

金（以下「積立金」という。）の積立て及び管理に関して、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（積立計画） 

第２条 土地改良区施設更新積立計画（以下「積立計画」という。）に基づき積

立てを行うこととする。 

２ 積立計画は、毎期見直しの要否の検討を行うものとし、検討の結果、積立計

画を変更する場合には、総（代）会の承認を得なければならない。 

 

（積立方法） 

第３条 積立金は、次の各号に掲げるものを原資として、総（代）会にて承認さ

れた額を毎期積み立てることとする。 

 一 賦課金収入 

 二 転用決済金積立金 

 三 毎年度の剰余金 

 

（積立限度額） 

第４条 積立金は、毎年度、総（代）会にて承認された積立総額を限度とするこ

ととし、当該金額を超えて積み立てることはできない。 

 

（取崩方法） 

第５条 積立金は、総（代）会の承認を経て、取り崩すことができる。 

２ 取崩しを行う場合は、土地改良区が管理する土地改良施設の施設更新事業

等に要する費用に充当することに限るものとする。 

３ 前項のほか、貸借対照表の注記において記載する本土地改良区が管理する

土地改良施設と密接に関連する施設で、○○（※国、県等）が管理する施設の

施設更新事業等に要する費用であって本土地改良区が負担又は分担しなけれ

ばならない費用については、総（代）会の承認を経て、当該負担金又は分担金

に充てるため積立金を取り崩すことができる。 

 

 

（管理方法） 



 

第６条 積立金の管理及び運用の責任者は、理事長とする。 

２ 積立金に属する現金はその目的を示す名称をもってその他の積立金及び現

金預金とは区分して保管しなければならない。 

３ 積立金の運用は金融機関への預貯金並びに国債、地方債及び公社債による

ものとする。 

４ 前項の国債、地方債及び公社債は、元本の償還及び利息の支払いに支障をき

たすおそれのないものを対象としなければならない。 

 

（会計） 

第７条 積立金は会計区分ごとに、貸借対照表の資産の部の（款）特定資産、（項）

施設更新積立資産の名称を付して計上するものとする。 

２ 本規程に基づき積み立てた積立金は、他の会計区分に流用してはならない。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃については、理事会の議決を経て行うものとする。 

 

（細則） 

第９条 この規程に定めるほか、積立金の取扱いに関し必要な事項は、理事長が

別に定める。 

 

附則 

 この規程は、 年 月 日から施行する。 
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（別添）

土地改良法に伴う計画樹立について（昭和24年12月14日付け24地局第1401号農林省農地局長通知）一部改正新旧対照表

(下線の部分は改正部分)

改 正 後 現 行

（最終改正：昭和42年11月６日付け42農地Ｃ第375号農林省農地局長通知）

土地改良法の施行に伴う農業用用排水事業並びに区画整理、暗渠排水及び客土 土地改良法の施行に伴うかんがい排水事業並びに区画整理、暗渠排水及び客土
・ ・ ・ ・

の各事業の土地改良事業計画概要書及び土地改良事業計画書の様式については、 の各事業の土地改良事業計画概要書及び土地改良事業計画書の様式については、

昭和42年11月６日付け42農地Ｃ第375号（土地改良事業の計画の概要及び計画の さきに昭和42年11月６日付け42農地Ｃ第375号（土地改良事業の計画の概要およ

作成について）により示されているが、維持管理を当該事業の目的とする場合の び計画の作成について）で示されてあるが、維持管理を当該事業の目的とする場

土地改良事業計画概要書及び土地改良事業計画書の様式については、別紙のとお 合の土地改良事業計画概要書及び土地改良事業計画書の様式については、今般別

り定めたので、下記御留意の上その取扱に万全を期せられたい。 紙のとおり定めたから、下記御留意の上その取扱に万全を期せられたい。

記 記

１ 農業用用排水施設の維持管理は農業用用排水の配分規整を行う結果になるも １ かんがい排水施設の維持管理は農業用排水の配分規整を行う結果になるもの

のであるから、水利の調整の適正を図るよう指導すること。 であるから、水利の調整の適正を図るよう指導すること。

２ （略） ２ 当該地域内に他の団体が維持管理している水利施設があるときは、その維持

管理の方法の概要書を添付させるよう指導すること。

別紙 別紙

維持管理計画概要書 維持管理計画概要書

第１章 （略） 第１章 目 的

施行しようとする事業の目的をなるべく具体的に記載すること。

第２章 地域の所在及び現況 第２章 地域の現況

地域の所在、地形、気象、水利状況、営農状況、農家戸数及び地域環境の概 地形、気象、水利状況、営農状況、農家戸数を簡単に記載すること。
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況等を簡単に記載すること。

第３章 維持管理の要領 第３章 維持管理の要領

維持管理すべき施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法等（農業用用排 維持管理すべき施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法等（かんがい排

水施設の場合にあっては用水量、配水方法、排水方法を含む。）につき要約し 水施設の場合にあっては用水量、配水方法、排水方法を含む。）につき要約し

つつ記載すること。 つつ記載すること。

第４章 費用の概算 第４章 費用の概算

(1) １事業年度に要する経常的経費の概算額を記載すること。 １事業年度に要する事業費を記載すること。

(2) 施設の耐用年数期間中に必要となる整備補修費（大規模修繕に要する費

用及び施設更新事業に要する費用等を含む。）の予定総額及びその１事業

年度当たりの平均額を記載すること。

第５章 効用 第５章 効 用

この事業の施行によって生ずる作物生産並びに災害防止等の効果につき簡略 この事業の施行によって生ずる減産防止並びに災害防止等の効果につき簡略

に記載すること。 に記載すること。

第６章（略） 第６章 他の事業との関係

治山、治水、他種利水（発電、工業用水、上水道等）及び他の農業水利事業

等との関係につきその概略を記載すること。

第７章 計画概要図 第７章 計画概要図

各施設の位置、種類、その他必要な事項を概要的に記載した図面を添付する 洋半紙２枚大以上の地図に各施設の位置、種類、その他必要な事項を概要的

こと。 に記載すること。

添付書類 添付書類

（略） 以上各章を補足的に説明する場合には添付書類とすること。

維 持 管 理 計 画 書 維 持 管 理 計 画 書

第１章 地域及び地積 第１章 地域及び地積

関係市町村名を記載し、地域の範囲を明記するとともに、市町村別、地目別 関係市町村名を記載し、地域の範囲を明記するとともに、市町村別、地目別

面積を記載すること。ただし、必要ある場合は、大字、字、地番その他地形に 面積を記載すること。但し、必要ある場合は、大字、字、地番その他地形によ

よって示すこととし、これが多岐にわたる場合は別紙とすること。 って示すこととし、これが多岐にわたる場合は別紙とすること。
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第２章 地域の現況 第２章 地域の現況

第１節～第３節 （略） 第１節 地 形

地域内外の形状（標高、傾斜、土地起伏等）、各地目の分布状況を簡単に

記載すること。

第２節 気 象

気象の状況につき説明するとともに、災害等特殊な気象条件については、

その特異性及びその頻度を記載すること。

第３節 水利状況

当該地域に関する河川、ため池、湖沼等の分布状況及び用水の過不足状況
・ ・

等で当該事業に関係するものを記載すること。

第４節 耕地面積 第４節 耕地面積

市町村別、田畑別平均一戸当たり耕作面積 (1) 市町村別、田畑別平均一戸当耕作反別面積

（削る） (2) 市町村別一毛作、二毛作田面積

第５節 地域環境の概況

地域の環境要素（生態系、景観等）について、その特徴を記載すること。

第３章 維持管理計画 第３章 維持管理計画

第１節 （略） 第１節 目 的

施行しようとする事業の目的を具体的に記載すること。

第２節 用水施設関係 第２節 かんがい施設関係

（用水系統図を添付すること。） （洋半紙２枚大以上の地図に用水系統図を記入して添付すること。）

(1) 施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法 (1) かんがい施設（用水路を含む。）の種類、規模及び維持管理の方法

施設の種類別に名称、位置、規模、構造及びこれらの施設の維持管理に かんがい施設の種類別に名称、位置、規模、構造及びこれらの施設の維

ついての具体的な方法を詳細に記載すること。 持管理についての具体的な方法を詳細に記載すること。

(2) （略） (2) 配水の時期及び方法

(ｲ) 取入口における取入時期及び幹線水路の分水施設ごとの配水時期

(ﾛ) 幹線水路の分水施設ごとの用水の配分方法

(ﾊ) 取入口及び幹線水路の分水施設ごとの用水量とかんがい面積
・ ・ ・ ・

(3) 干ばつ時における処置 (3) かんばつ時における処置
・ ・ ・ ・
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干ばつ時における配水方法及びその配水方法によってもなお水不足の場 かんばつ時における配水方法及びその配水方法によってもなお水不足の
・ ・ ・ ・

合の対策を記載すること。 場合の対策を記載すること。

(4) 他の農業水利団体との関係 (4) 他の農業水利団体との関係

他の農業水利団体と水の利用について協議事項、契約事項があれば記載 他の農業水利団体と水の利用について慣行、契約事項があれば記載する

すること。 こと。

(5) （略） (5) 制裁規定

維持管理計画の内容に違反した場合における制裁規定があれば記載する

こと。

第３節 排水施設関係 第３節 排水施設関係

（排水系統図を添付すること。） （洋半紙２枚大以上の地図に排水系統図を記入して添付すること。）

(1) 施設の種類、規模、構造及び維持管理の方法 (1) 施設の種類（排水路を含む。）規模、構造及び維持管理の方法

(2)･(3) （略） (2) 排水の時期及び方法

(3) 洪水時における処置

(4) 他の農業水利団体との関係 (4) 他の農業水利団体との関係

上記各号については第２節用水施設関係に準じて記載すること。 上記各号については第２節かんがい施設関係に準じて記載すること。
・ ・ ・ ・

第４節 農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設関係 第４節 農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設関係

（必要な事項を記載した図面を添付すること。） （洋半紙２枚大以上の地図に必要な事項を記入して添付すること。）

施設の種類別に名称、位置、規模、構造及びこれらの施設の維持管理の方 施設の種類及び維持管理の方法を具体的に記載すること。

法を具体的に記載すること。

第５節 （略） 第５節 他の事業との関係

(1) 他種水利事業（発電、工業、上水道等）との関係

(2) 森林、運輸、漁業との関係

(3) 治水との関係

(4) 汚毒水との関係

(5) その他の事業との関係

上記各号については他種事業との交渉経過及びその契約内容を記述する

とともに、他種事業がこの事業に及ぼし、又はこの事業から受ける影響を

記載すること。

第４章 環境との調和への配慮
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地域の環境要素（生態系、景観等）について、実施する環境配慮対策を具

体的に記載すること。

第５章 事業費 第４章 事業費

(1) １事業年度に要する経常的経費の概算額を記載すること。 １事業年度に要する事業費を記載すること。この場合事業費の中で経常的な

(2) 施設の耐用年数期間中に必要となる整備補修費（大規模修繕に要する ものを概算で掲げるものとする。従って物価の変動及び維持管理に伴って臨時

費用及び施設更新事業に要する費用等を含む。）の予定総額及びその１事 に支出を要する経費は、その都度事業費を増額することを註記するものとす

業年度当たりの平均額を記載すること。 る。

第６章 （略） 第５章 効 用

この事業の施行によって生ずる作物生産、災害防止等の効果につき記載す この事業の施行によって生ずる減産防止、災害防止等の効果につき記載する

ること。 こと。


